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○新潟市矢代田駅前駐車場条例施行規則 

平成17年３月７日規則第16号 

改正 

平成23年３月24日規則第28号 

平成28年３月28日規則第42号 

令和３年３月31日規則第26号 

新潟市矢代田駅前駐車場条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，新潟市矢代田駅前駐車場条例（平成16年新潟市条例第82号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の許可申請等） 

第２条 条例第５条前段の規定により新潟市矢代田駅前駐車場（以下「駐車場」という。）の利用

の許可を受けようとする者は，別記様式第１号による利用許可申請書を市長に提出しなければな

らない。 

２ 条例第５条後段の規定により駐車場の利用の変更の許可を受けようとする者は，別記様式第２

号による利用変更許可申請書を市長に提出しなければならない。 

（利用の不許可の通知） 

第３条 市長は，駐車場の利用の許可又は変更の許可をしない場合は，別記様式第３号による利用

不許可通知書兼変更不許可通知書により申請者に通知するものとする。 

（許可書の交付） 

第４条 市長は，駐車場の利用の許可又は変更の許可をした者（以下「利用者」という。）に別記

様式第４号による駐車許可書を交付するものとする。 

（利用の中止の届出） 

第５条 条例第８条の規定により駐車場の利用の中止の届出をしようとする者は，別記様式第５号

による利用中止申出書兼使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。 

（駐車許可書の掲出） 

第６条 利用者は，駐車場を利用するときは，駐車許可書を駐車する自動車内の外部から確認しや

すい場所に掲出しなければならない。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 
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附 則 

この規則は，平成17年３月21日から施行する。 

附 則（平成23年規則第28号） 

この規則は，平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月28日規則第42号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政不服審査法（平成26年法律第68号）附則第３条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる不服申立てであって，この規則の施行前にされた処分又は不作為に係るものについては，な

お従前の例による。 

附 則（令和３年３月31日規則第26号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は，この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については，当分の間，これを取り繕って使用

することができる。 
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別記様式第１号（第２条関係） 
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別記様式第２号（第２条関係） 
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別記様式第３号（第３条関係） 
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別記様式第４号（第４条関係） 
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別記様式第５号（第５条関係） 

 


